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県，市町村 計農村振興課 地域計画班
広域農業用水適正管理対策事業 事業主体 所管課係

土地改良区等 実 未 定

趣 旨

1) 国営土地改良事業の施行に伴い，用途廃止すべき農業水利施設のうち，当該事業の完了後も関

連事業が完了していない等のため，用途廃止されずに残存しているものを撤去することによって，

当該流域の農業用水管理の適正化，災害の未然防止等を目的とするもの。

事業内容

（１）及び（２）に該当する農業水利施設の撤去を行う。

（１）国営土地改良事業の施行に伴い，用途廃止すべき頭首工，水門，樋管，樋門等の農業水利

施設のうち，当該事業の完了後も関連事業が完了しない等のため，用途廃止されずに残存し

ているもの

（２）農業用水管理又は河川管理上の支障を及ぼすおそれのある農業水利施設

事 業 主 体

県，市町村，土地改良区，その他知事が適当と認める者。

負担割合 国 県 市町村 その他 備 考
区 分

※１従前の国営土
広域農業用水適正管理対策事業 ※１ ※２ 地改良事業完了

時の国庫負担率
を適用。

※２国庫負担率以
外の負担割合に
ついては，「た
め池等整備（農
業用河川工作物
等応急対策）」
の負担割合の区
分に基づき要件
を決定し，国の
ガイドラインに
より負担割合を
算出する。


